
令和5年中に収入がない人でも国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の算定、介護保険料の段階判定、児童手当の現況届、

公営住宅の家賃の算定などのため申告をおねがいします。

以下（1）～（3）に該当する人は、「市民税・県民税の申告が必要な人」から除きます。

（１） 税務署へ令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する（した）人

（２） 令和5年中の収入が給与収入や公的年金等の収入のみで、支払者から安中市へ給与や公的年金等の支払報告書が提出されて

いる人(支払報告書が提出されているか不明の人は、各支払者へ確認してください。)
※ 源泉徴収票記載の控除内容に追加や変更がある場合は、申告による修正が必要です。

（３） 税法上の扶養になっていて、かつ収入がなかった人

〇 給与所得者及び年金所得者　　　　　　　　　　・・・源泉徴収票や支払証明書など

〇 事業所得者（営業・農業）及び不動産所得者・・・収支内訳書や帳簿など

社会保険料納付額確認書（1月下旬に市役所から送付するハガキ）

国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書や

支払証明書

（当該年に支払った医療費の金額及び保険金等で補填される金額をまとめたもの）

セルフメディケーション税制による控除を受ける人は、セルフメディケーション税制の明細書及び当該年に健康保持増進及び疾病

予防への一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類

家族以外の人が申告する場合は事前に

お問合せください。

 



（Ａ）が8,500,000円以上で①～③のいずれかに該当する場合、上記計算結果から「所得金額
調整控除額」を控除します。
①本人が特別障害者 ②23歳未満の扶養親族あり ③特別障害者の同一生計配偶者又は扶養親族あり

　○65歳未満の人（昭和34年1月2日以後生まれ）

　○65歳以上の人（昭和34年1月1日以前生まれ）

①で求めた金額　＋　②で求めた金額　（上限額25,000円）

5,000円以下 支払保険料の全額

5,000円超　15,000円以下 （Ａ）×50％＋　2,500円
15,000円超 10,000円

50,000円以下 （Ａ）×50％
50,000円超　 25,000円

（Ａ）×25％＋14,000円
56,000円超　 28,000円

12,000円以下 支払保険料の全額

12,000円超　32,000円以下 （Ａ）×50％＋　6,000円
32,000円超　56,000円以下

15,000円以下 支払保険料の全額

15,000円超　40,000円以下 （Ａ）×50％＋　7,500円
40,000円超　70,000円以下 （Ａ）×25％＋17,500円

70,000円超　 35,000円

10,000,000　円以上 （Ａ）　－　1,955,000円
年齢にかかわらず、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が、1,000万円超2,000万円以下の場合は

上記計算結果に10万円を、2,000万円超の場合は20万円を加えます。

3,300,000　円以上　　～　　4,100,000　円未満 （A）×75％　－　275,000円
4,100,000　円以上　　～　　7,700,000　円未満 （A）×85％　－　685,000円
7,700,000　円以上　　～　10,000,000　円未満 （A）×95％　－1,455,000円

10,000,000　円以上 （Ａ）　－　1,955,000円

3,300,000　円未満 （Ａ）　－　1,100,000円

1,300,000　円以上　　～　　4,100,000　円未満 （A）×75％　－　275,000円
4,100,000　円以上　　～　　7,700,000　円未満 （A）×85％　－　685,000円
7,700,000　円以上　　～　10,000,000　円未満 （A）×95％　－1,455,000円

10,000,000　円以上 150,000円

1,300,000　円未満 （Ａ）　－　600,000円

8,500,000 円以上 （Ａ）　－　1,950,000円

8,500,000円　以上　　～　10,000,000　円未満 （（A）－8,500,000円 ）×10％ （小数点以下切上）

6,600,000 円以上 ～ 8,500,000 円未満 （Ａ）×90％　－ 1,100,000円
3,600,000 円以上 ～ 6,600,000 円未満 （★）×80％　－　440,000円

1,800,000 円以上 ～ 3,600,000 円未満 （★）×70％　－　　80,000円
1,628,000 円以上 ～ 1,800,000 円未満 （★）×60％　＋　100,000円
1,624,000 円以上 ～ 1,628,000 円未満 1,074,000円
1,622,000 円以上 ～ 1,624,000 円未満 1,072,000円
1,620,000 円以上 ～ 1,622,000 円未満 1,070,000円

（Ａ）　－　550,000円
1,619,000 円以上 ～ 1,620,000 円未満 1,069,000円

551,000 円未満 0　円
551,000 円以上 ～ 1,619,000 円未満


